
安
倍
政
権
は
、
昨
年
６
月
に
介

護
保
険
制
度
を
改
定
し
、
介
護

の
社
会
化
か
ら
介
護
の
自
己
責
任
化
へ

の
流
れ
を
加
速
さ
せ
、
介
護
問
題
を
公

的
制
度
に
頼
ら
ず
、
本
人
・
家
族
と
地

域
の
連
帯
責
任
で
対
応
さ
せ
よ
う
と

し
、
次
の
給
付
削
減
の
実
施
を
決
め
た
。

①
要
支
援
者
に
対
す
る
訪
問
介
護
、
通

所
介
護
を
介
護
保
険
の
枠
外
に
②
特
養

入
所
を
原
則
「
要
介
護
３
以
上
」
に
③

所

得

１

６

０

万

円(

年

金

収

入

２
８
０
万
円)

以
上
の
人
の
在
宅
・
施

設
の
利
用
料
を
２
割
負
担
に
④
低
所
得

者
が
介
護
施
設
を
利
用
す
る
場
合
の
食

事
費
・
居
住
費
を
軽
減
す
る
「
補
足
給

付
」
の
要
件
見
直
し
で
あ
る
。

　

介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
て
15
年
が

経
過
し
、
当
初
掲
げ
ら
れ
た
介
護
の
社

会
化
の
理
念
と
は
裏
腹
に
、
利
用
者
・

家
族
に
と
っ
て
は
、
保
険
あ
っ
て
介
護

な
し
の
事
態
が
深
刻
化
し
て
い
る
。
町

は
制
度
変
更
を
平
成
29
年
度
か
ら
実
施

し
て
い
く
と
し
て
い
る
が
、
利
用
者
の

立
場
に
立
っ
た
対
応
が
必
要
で
あ
り
、

以
下
伺
う
。

(1)
要
支
援
者
の
訪
問
介
護
・
通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
に
し
、
期
限
を
区
切
ら
な
い
こ
と
。

(2)
介
護
保
険
利
用
の
相
談
が
あ
っ
た

時
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
振
り
分

け
ず
、
要
介
護
認
定
申
請
を
受
け
付
け

る
こ
と
。

(3)
特
養
の
入
所
基
準
は
要
介
護
３
以
上

と
さ
れ
て
い
る
が
、
要
介
護
１
、
２
で

も
入
所
希
望
者
の
実
態
に
則
し
た
対
応

を
す
る
こ
と
。

(4)
国
に
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
割
合
の

引
き
上
げ
を
求
め
て
い
く
こ
と
。

(1)
新
し
い
総
合
事
業
に
つ
い

て
は
、
「
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
」
と
「
一
般
介
護
予
防
事
業
」

で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
要
支
援
者
の

介
護
予
防
給
付
と
し
て
実
施
し
て
き
た

介
護
予
防
訪
問
介
護
と
介
護
予
防
通
所

介
護
の
二
つ
の
サ
ー
ビ
ス
が
地
域
支
援

事
業
に
移
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
つ
い
て

は
、
そ
の
状
態
像
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ

り
、
利
用
者
本
人
の
意
向
を
最
大
限
尊

重
し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
継
続
的
に

提
供
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
努
め
て
い
き
た
い
。

(2)
現
在
、
相
談
に
対
し
、
そ
の
意
向
を

最
大
限
に
尊
重
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

必
要
と
さ
れ
る
と
き
に
は
、
要
介
護
認

定
の
申
請
に
つ
な
げ
て
い
る
。

　

総
合
事
業
の
実
施
後
に
お
い
て
も
、

本
人
や
家
族
が
要
介
護
認
定
を
希
望
さ

れ
る
場
合
は
、
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
」
に
よ
る
振
り
分
け
を
行
わ
ず
に
対

応
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
上
で
、
要
介

護
認
定
申
請
の
結
果
が
非
該
当
と
判
定

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、 

「
基
本
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
活
用
し
、
利
用
者

の
状
態
像
に
応
じ
た
適
切
な
介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
き
、
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
な
相

談
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
よ
う
努
め
て

い
く
。

(3)
介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
平
成

27
年
４
月
１
日
以
降
、
新
た
に
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
で
き
る
方
は
、

原
則
と
し
て
要
介
護
３
以
上
の
方
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
要
介
護

１
や
２
の
方
で
も
、
や
む
を
得
な
い
事

情
で
、
居
宅
で
の
日
常
生
活
が
困
難
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
特
例
的
に
入

所
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ

の
特
例
入
所
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、

入
所
の
判
定
手
続
き
に
お
い
て
、
市
町

村
の
適
切
な
関
与
（
意
見
）
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
に
お
い
て
も
、
施
設
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ

る
入
所
申
込
者
が
適
切
に
入
所
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
関
与
を
行
う
と
と
も

に
、
入
所
決
定
過
程
の
透
明
性
、
公
平

性
の
確
保
に
努
め
て
い
き
た
い
。

(4)
北
海
道
町
村
会
に
お
い
て
は
、
介
護

保
険
制
度
を
安
定
的
に
運
営
す
る
た

め
、
将
来
に
わ
た
る
地
方
財
政
が
過
重

と
な
ら
な
い
よ
う
国
庫
負
担
割
合
を
引

き
上
げ
る
よ
う
国
に
対
し
要
請
を
行
っ

て
い
る
。

答問
さ
ら
な
る
負
担
増
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
国
に

対
し
要
請
し
て
い
き
た
い

安
心
し
て
利
用
で
き
る
介
護
保
険
に

■ 一 般 質 問 ■ 

⓭

問

野原　惠子
　　　　　　　議員
（日本共産党
　幕別町議員団）

町
　
長

基本チェックリスト

（質問項目の一部を掲載）

１ バスや電車で 1人で外出していますか 0. はい 1. いいえ

２ 日用品の買い物をしていますか 0. はい 1. いいえ

３ 預貯金の出し入れをしていますか 0. はい 1. いいえ

４ 友人の家を訪ねていますか 0. はい 1. いいえ

５ 家族や友人の相談にのっていますか 0. はい 1. いいえ

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0. はい 1. いいえ

24 ( ここ２週間 )自分が役に立つ人間だと思えない 0. はい 1. いいえ

25 ( ここ２週間 )わけもなく疲れたような感じがする 0. はい 1. いいえ


